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～仮設歩道橋設置に伴う夜間一時通行止めのお知らせ～ 
１． 通行止め日時 

平成２７年３月２４日（火）０：００～１：００ 

※荒天時順延 

２． 通行止め箇所 

国道２０号（甲州街道） 東京都八王子市追分町地先 

延長 約４５０ｍ （千人町
せんにんちょう

交差点～追分町
おいわけちょう

交差点）

３． 迂回路 

「仮設歩道橋設置に伴う迂回路案内図」を参照して下さい。 

また、現地の誘導及び案内看板に従って通行をお願い致します。

平成 2７年３月１３日（金）

国土交通省 関東地方整備局 

相 武 国 道 事 務 所 

記 者 発 表 資 料 

当工事では、歩道橋架け替えのため、平成２７年１月２７日、２８日に既

設追分第二歩道橋の撤去作業を行い、歩行者の皆様には、案内看板の設置や

交通誘導員の配置により迂回をお願いしています。今般、歩行者への更なる

安全対策と迂回に対する利便向上として仮設歩道橋を設置します。 

・仮設歩道橋設置のため、以下のとおり夜間一時全面通行止めを行います。 

工事の実施にあたり、周辺住民の方及びご通行の皆様には、ご不便をおか

けしますが、ご理解ご協力をお願い致します。 

国道２０号八王子
はちおうじ

市追分
おいわけ

歩道橋架替に伴う歩行者への 

安全対策や利便向上のため仮設歩道橋を設置します。 

問い合わせ先 

国土交通省 関東地方整備局 相武国道事務所 

ＴＥL 042-643-2001(代) 

副所長 窪田 光作（くぼた こうさく） 交通対策課長 山中 直人（やまなか なおと）

発表記者クラブ 

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、都庁記者クラブ、八王子記者クラブ 

立川市政記者クラブ、青梅・西多摩記者クラブ 



2/3 

・設 置 位 置：国道２０号（甲州街道） 

東京都八王子市追分町地先（追分町交差点、高尾側） 

・利用開始時期：３月下旬予定 

※現在、追分第二歩道橋は撤去済ですが、追分第一歩道橋は利用可能です。 

仮設歩道橋の設置について 

位置図 
撤 去 済 

仮設歩道橋設置イメージ 
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・仮設横断歩道橋設置のため、夜間一時全面通行止めを行います。 

１．通行止め日時 

平成２７年３月２４日（火）０：００～１：００ 

  ※荒天時順延 

２．通行止め箇所 

国道２０号（甲州街道） 東京都八王子市追分町地先 

延長約４５０ｍ （千人町交差点～追分町交差点） 

※通行止め期間は、交通誘導員を配置し、迂回案内看板を設置します。 

位置図 

：通行止め区間 

：迂回路 

凡例

至 高尾

至 新宿 

仮設歩道橋設置に伴う迂回路案内図 


